
令和 5 年 5 月 19 日 

国土交通省関東地方整備局 

水道整備･管理行政移管準備室 

「水道整備･管理行政移管準備室」の設置式を行います 

～水道整備･管理行政の円滑な移管に向けて～ 

 令和５年５月１９日、「生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する

法律」が成立し、令和６年４月に水道整備･管理行政が厚生労働省から国土交通省及び環境省

へ移管され、一部の事務を地方整備局等が担うこととなります。 

これを受け、水道整備･管理行政を円滑に移管するために、関東地方整備局に「水道整備･

管理行政移管準備室」を設置することとしました。（別紙１参照） 

※国土交通本省には「水道整備･管理行政移管準備チーム」が同日に設置されます。

【水道整備･管理行政移管準備室の設置式】 

１．日 時 ： 令和５年５月２３日（火）１６：００～１６：３０ 

２．場 所 ： 関東地方整備局 さいたま新都心合同庁舎２号館１４階 災害対策本部室 

３．内 容 ： 関東地方整備局長からの訓示

室長からの挨拶 

（終了後、事務局にて質疑対応を予定） 

※取材をご希望される報道機関の方は、別紙２により事前登録をお願いします

＜発表記者クラブ＞ 竹芝記者クラブ 、埼玉県政記者クラブ、神奈川建設記者会、茨城県政記者クラ

ブ、栃木県政記者クラブ、刀水クラブ･テレビ記者会、千葉県政記者会、都庁記者クラブ、神奈川県政記

者クラブ、山梨県政記者クラブ、長野県庁会見場、長野市政記者クラブ、長野市政記者会 

＜問い合わせ先＞  

関東地方整備局  

電話：０４８－６０１－３１５１（代表）  

【準備室に関すること】 

水道整備･管理行政移管準備室 副室長（企画部 企画調整官） 和田 賢哉 （内線：３１１２） 

【設置式･取材申し込みに関すること】 

水道整備･管理行政移管準備室 室員（総務部 総務課長） 中島 秀和 （内線：２３５１） 



 

＜水道整備・管理行政移管準備室の業務内容＞ 

・水道整備・管理行政にかかる委任業務の実施に向けた準備 

・下水道関係業務との一体的な実施に向けた準備 

・その他移管にかかる本省や地方公共団体等との調整 

 

 

＜水道整備・管理行政移管準備室（関東地方整備局）の実施体制＞ 

・ 室 長 総務部 総括調整官 

・ 副室長 企画部 企画調整官 

・ 副室長 建政部 下水道調整官 

・ 副室長 河川部 河川調査官 

・ 副室長 河川部 地域河川調整官 

   その他、室員２１名（合計２６名） 

 

 

＜水道整備・管理行政移管の経緯＞ 

・令和４年９月２日に開催された「新型コロナウイルス感染症対策本部」において、水道整備・

管理行政を厚生労働省から国土交通省及び環境省に移管する方針が決定 

・令和５年５月１９日に関連法※が成立 

※ 生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律 

 

 

＜国土交通本省等での対応＞ 

・「水道整備・管理行政移管準備チーム」を設置。 

URL：https://www.mlit.go.jp/report/press/mizukokudo13_hh_000527.html 

  ・その他、各地方整備局等に「水道整備・管理行政移管準備室」を設置 

別紙１ 

https://www.mlit.go.jp/report/press/mizukokudo13_hh_000527.html


「水道整備・管理行政移管準備室」の設置式
参加申込書

本紙送信先：Mail ktr-pressrelease@mlit.go.jp

関東地方整備局総務部総務課石神、土方宛

※会場には、登録済みの本紙をご持参ください。

※必要事項を記入した本紙をPDFで送信してください。
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別紙２
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